
堺市電力の調達に係る環境配慮方針 

 

(目的) 

第1条 本方針は、本市が行う電力の調達契約の競争入札の実施に際し、環境に配慮した

電力調達契約を締結するために必要な事項を定める。 

 

(環境に配慮した電力調達契約) 

第2条 「環境に配慮した電力調達契約」とは、本市が行う電力調達契約の競争入札に係

る入札参加資格の判定に際し、一般電気事業者及び特定規模電気事業者（以下「電気事業

者」という。）の電力供給事業における環境配慮の状況について、「環境評価項目」を基準

として評価したうえで実施する電力の調達をいう。 

 

(対象組織等) 

第3条   この方針は、堺市の全ての機関が、競争入札により電力を調達する際に適用する。 

 

(環境評価項目) 

第4条 本方針における環境評価項目は、次のとおりとする。 

１ 基本項目 

 (1)二酸化炭素排出係数 

 (2)未利用エネルギーの活用状況 

 (3)再生可能エネルギーの導入状況 

２ 加点項目 

 (4) グリーン電力証書の調達者への譲渡予定量 

 (5)需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組 

 

(入札参加資格の要件) 

第5条 前条に定める環境評価項目について、別表１「堺市環境に配慮した電力調達評価

基準(以下「評価基準」という。)」に示す配点により算定した評価点の合計が 85 点以上

をＡランク、70点以上 85点未満をＢランク、70点未満をＣランクとし、Ａランク及びＢ

ランクに該当する電気事業者が入札参加資格を有するものとする。 

 

(評価) 

第6条 本市が行う電力調達契約の入札に参加を希望する電気事業者は、第 4 条に定める

環境評価項目を、別表１「評価基準」により算定し、その評価点等を様式１「堺市環境に

配慮した電力調達評価項目報告書」に記載し、申請期限までに環境政策課長に提出するも

のとする。 

 

２ 環境政策課長は、電気事業者から提出された様式１の内容を確認し、各電気事業者の

評価点を判定する。 



３ 環境政策課長は、判定の結果について、様式２により各電気事業者に通知する。 

 

(入札公告の通知) 

第7条 一般競争入札により電力入札を行う場合、入札実施課長は、公告日以後速やかに、 

様式４により環境政策課長に通知するものとする。 

 

(入札参加資格の確認) 

第8条 環境政策課長は、申請期限終了後、入札日までに各電気事業者の評価結果につい 

て、様式３により入札実施課長へ通知する。入札実施課長は、この通知により電気事業

者の入札参加資格を確認するものとする。 

 

(入札結果の通知) 

第9条 入札実施課長は、電力入札の結果について、入札終了後、遅滞なく様式５により 

環境政策課長に通知するものとする。 

 

(事務処理) 

第10条  本方針に係る事務処理等は、環境政策課において行う。 

 

 

 

附則 

（施行期日） 

この方針は、平成 20年 10月 15日から施行する。 

附則 

この方針は、平成 20年 11月 1日から施行する。 

附則  

この方針は、平成 21年 10月 20日から施行する。 

附則  

この方針は、平成 22年 10月 10日から施行する。 

附則  

この方針は、平成 23年  6月 20日から施行する。 

附則  

この方針は、平成 24年  6月 15日から施行する。 

附則  

この方針は、平成 25年  4月 15日から施行する。 

附則 

この方針は、平成 26年 5月 26日から施行する。 

附則 



この方針は、平成 27年 4月１日から施行する。 

附則 

この方針は、平成 28年 4月１日から施行する。 
 


